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【直接保有と間接保有】
直接保有・・・例えば、自然人ＡがＢ株式会社の

議決権のある株式を自ら直接有して
いること

間接保有・・・例えば、自然人ＡがＢ株式会社の
株主であるＤ株式会社（Ａが当会
社の５０％を超える議決権を有して
いることが要件）を介して間接的に
Ｂ株式会社の議決権のある株式を
有していること

【 「事業経営を実質的に支配
する意思又は能力を有していな
いことが明らかな場合」の例】
信託銀行が信託勘定を通
じて２５％を超える議決権
を有する場合
２５％を超える議決権を
有する者が病気等により事
業経営を支配する意思を欠
く場合
２５％を超える議決権を
有する者が名義上の保有者
に過ぎず、他に出資金の拠
出者等がいて当該議決権を
有している者に議決権行使
に係る決定権がない場合

※ 平成２７年９月警察庁・共管各省庁
『「犯罪による収益の移転防止に関する法律の
一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備等に関する政令案」等に対する意見の募
集結果について』No.97参照。
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※ 申出会社の実質的支配者が誰か、また、実質的支配者が直接保有しているか
間接保有しているかは、申出会社が把握している事項ですので、商業登記所
（法務局）では分かりません。


